
 

質 問 回 答 書 

広川町学童保育所指定管理業務のプロポーザルに係る質問について下記のとおり回答します。 
 番号 質問項目 質問内容 回答

 

1

４小学校・４クラブ　現在お勤め主任支援員、有資

格者、未資格者の月給又は時給をご教示下さい。

令和6年度の指定管理料の上限額36,218,048円（修繕費
200,000円を含む）の積算にあたっての単価を以下のとお
りお示しします。 
【有資格者】 
１日単価7,350円、半日単価4,900円、時間外単価1,210円 
【無資格者】 
１日単価6,375円、半日単価4,250円、時間外単価1,050円 
【事務職員】 
時給900円 
※主任支援員の配置は指定しておりませんので、指定管

理者で決定してください。

 
2 保育料は口座引落でしょうか、手渡しでしょうかお

示し下さい。

保育料の徴収方法は指定しておりませんので、指定管理

者で決定してください。

 

3

仕様書に加配児童の記載が無いようですが、加配に

関する詳細をご教示下さい。 
現在、加配児童はおりませんが、障がいのある児童に対

して支援ができるよう、放課後児童支援員等が小学校と

随時連携をとっています。障がいのある児童の入所希望

があった際は、定員の範囲内で受け入れをしています。

 
4

事務員の配置と記載がありますが、４クラブの中に

事務局的なスペースがあるのでしょうか。

下広川学童保育所内に事務室があります。

 

5

退所基準の設定について 
仕様書 4ページ

仕様書上、入所許可の基準に関する明記はあります

が、退所についてはこれがありません。運営規程

等の中で、やむを得ず退所を求める基準を定める

ことは可能でしょうか。

学童保育所は、保護者の就労等により昼間家庭にいない

ものに対し、適切な遊びや生活の場を与えその健全な育

成を図ることを目的としていることから、保育の必要性

が確認できなくなった場合や理由のない欠席が長期間続

く等といった場合は、退所を求めることも想定されま

す。ただし、保育の必要性があるにも関わらず、保育料

を滞納している等の理由により退所を求めることはでき

ません。



 

6

保育内容について 
仕様書 4ページ

保育時間中に希望者に対して、英語やそろばんとい

った習い事教室をおこなうことは可能でしょう

か。またその際、保育料とは別に保護者負担金が

別途発生してもよろしいでしょうか。

保護者との協議になりますが、実施される習い事教室等

に参加しない入所児童の保育に支障のないよう実施をお

願いします。

 

7

保育内容について 
仕様書 4ページ

英語等の習い事教室を実施できるとした場合、学校

の空き教室の利用は可能でしょうか。

現在、全ての学校で空き教室を確保できない状況です。

継続的な空き教室の確保ができない場合は認められませ

ん。また、通学する学校によって町内の児童で差が出て

はならないため、空き教室の確保ができる一部の学校で

のみ実施することも認められません。

 

8

施設の改修等について 
仕様書 5ページ

仕様書５ページ（９）ウにおいて、年間で 20万円を
超える施設及び設備の修繕に関しては町と協議す

る旨の記載がありますが、施設開設から 20年以上
が既に経過している施設もあります。この点、指定

管理期間中に施設そのものの改修や新築の計画は

現段階でありますでしょうか。 
また、現時点で無い場合、それが計画化される可能

性はありますでしょうか。

町の施設計画に沿って改修等を行う予定です。

 

9

各学童保育所の既存設備につ

いて 
仕様書 6ページ 
（12）業務の第三者への委託
の取り扱い

「清掃や警備、設備の保守点検等の維持管理業務の

一部について、・・・」と記載がありますが、本件

学童保育所の設備として、機械警備や法定点検が

必要な設備等ありましたらご教授頂きたい。 
また、参考として、令和 4年度の当該業務委託に係
った費用をご教授頂きたい。

現時点では、警備や法定点検等が必要な設備はありませ

ん。 
ただし、提案内容書（様式第 7号-1）事業計画のうち③
施設の維持管理内容及び安全確保対策に関する計画策

定は必要です。

 
10

業務責任者について 
様式第 6号業務実施体制 
２．業務実施担当について

業務責任者について、本公募選定後の新規採用を考

える場合、未定とさせて頂くことは可能でしょう

か。

本公募に関して、全体の事業を把握できる者又は管理で

きる者を業務責任者として選定してください。未定とす

ることはできません。


